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長岡京遷都と早良親王立太子（問弁）

約
七

0
年
間
続
い
た
奈
良
の
都
に
終
止
符
を
打
っ
た
の
は
、
七
八
四
年
に
断
行
さ

れ
た
長
岡
京
遷
都
で
あ
る
。
こ
の
遷
都
に
よ
り
、
都
は
初
め
て
本
格
的
に
大
和
国
か

ら
山
背
国
へ
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
一

O
年
後
の
平
安
京
遷
都
を
経
て
京
都
は
日

本
の
都
と
し
て
長
く
定
着
す
る
に
い
た
る
。

長
岡
京
遷
都
に
関
す
る
史
料
は
多
く
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
未
だ
謎
の
部
分

は
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
が
、
戦
後
の
研
究
に
よ
り
、
遷
都
の
動
機
と
し
て
、
奈
良

仏
教
に
よ
る
弊
害
を
打
破
す
る
た
め
と
す
る
説

2
ゃ
、
天
智
系
新
王
統
の
成
立
を

権
威
付
け
る
た
め
に
天
命
思
想
に
倣
っ
た
と
す
る
説

2
な
ど
が
唱
え
ら
れ
、
ま
た

考
古
学
の
見
地
か
ら
も
、
長
岡
京
遷
都
の
具
体
相
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る

2
。

桓
武
の
即
位
と
と
も
に
突
然
立
太
子
し
、
長
岡
京
遷
都
と
と
も
に
廃
太
子
さ
れ
た

早
良
親
王
も
多
く
を
謎
に
包
ま
れ
た
人
物
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
私
は
彼
の
立
太
子
、

廃
太
子
は
長
岡
京
選
都
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
も
の
だ
と
思
う
。
早
良
親
王
が
長
岡

京
造
営
中
の
種
継
暗
殺
事
件
に
関
わ
っ
た
と
し
て
淡
路
に
流
さ
れ
る
途
中
に
莞
じ
、

そ
の
怨
霊
が
桓
武
天
皇
を
生
涯
苦
し
め
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
彼
が
皇
太

子
で
あ
っ
た
時
期
は
わ
ず
か
四
年
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
の
立
太
子
は
、
長
岡
京
遷

都
に
関
し
て
は
、
そ
の
在
位
が
わ
ず
か
四
年
と
い
う
年
月
以
上
に
大
き
な
意
味
を
も

っ
と
思
わ
れ
る
。

早
良
親
王
に
つ
い
て
は
、
そ
の
前
歴
が
「
親
王
禅
師
」
と
い
う
称
号
を
有
す
る
僧

侶
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
山
田
英
雄
氏
の
研
究

3
以
来
、
そ
れ
を
う
け

て
本
郷
真
紹
氏

E
、
高
田
淳
氏

E
等
に
よ
っ
て
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
長
岡
京

親

太

-1..... 

1L 

子

王

岡

井

真

央

人

遷
都
に
関
し
て
早
良
立
太
子
の
事
情
や
意
義
に
つ
い
て
ま
で
は
言
及
な
さ
れ
て
い
な

い
よ
う
に
思
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
山
田
氏
、
本
郷
氏
、
高
田
氏
の
研
究
を
も
と
に
、
早
良

親
王
が
立
太
子
す
る
以
前
の
経
歴
を
確
認
す
る
。
次
い
で
早
良
親
王
が
立
太
子
、
廃

太
子
さ
れ
る
前
後
の
時
期
の
仏
教
統
制
政
策
の
変
化
か
ら
、
早
良
立
太
子
が
誰
の
意

図
に
よ
る
も
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
早
良
立
太
子
の
意
義
を
長
岡
京
遷
都
と
の
関
連

に
お
い
て
と
ら
え
て
み
た
い
と
思
う
。

第
一
章

！
光
仁
朝
に
お
け
る
「
早
良
親
王
禅
師
」

l

( 16 ) 

早
良
親
王
の
経
康

本
章
で
は
山
田
氏
の
見
解
を
紹
介
し
な
が
ら
、
早
良
親
王
と
仏
教
界
と
の
関
係
、

さ
ら
に
は
光
仁
朝
期
に
お
け
る
早
良
親
王
の
東
大
寺
H
仏
教
界
に
お
け
る
地
位
を
確

認
す
る
こ
と
に
す
る
。

早
良
親
王
は
光
仁
天
皇
の
第
二
子
で
、
母
は
高
野
新
笠
、
桓
武
天
皇
の
同
母
弟
で

あ
り
、
桓
武
の
即
位
と
と
も
に
立
太
子
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
の
立
太
子
す
る
以

前
の
具
体
的
な
動
向
に
つ
い
て
は
、
『
一
代
要
記
』

2
『
大
安
寺
山
宗
道
天
皇
御
院

八
嶋
両
処
記
文
』

E
『
東
大
寺
要
録
』
（
巻
三
供
養
省
之
余
）
な
ど
が
早
良
親
王

の
記
事
を
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
早
良
親
王
が
若
年
で
出
家
し
、
二
十

一
才
で
受
戒
し
、
最
初
東
大
寺
の
縞
索
院
に
居
住
し
た
が
、
神
護
景
雲
年
聞
に
大
安

寺
に
移
り
、
宝
亀
六
年
頃
ま
で
そ
こ
に
居
住
し
て
い
た
と
い
う
出
家
の
こ
と
が
見
え

る
の
み
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
山
田
氏
の
研
究
に
よ
り
、
早
良
親
王
が
立
太
子
す
る
以

前
の
動
向
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。



1 9 9 8 第 2号史人

す
な
わ
ち
山
田
氏
は
、
宝
亀
六
年
（
七
七
五
｝
に
淡
海
三
船
が
撰
述
し
た
『
大
安

寺
碑
文
』

2
に
、
「
寺
内
東
院
皇
子
大
禅
師
者
、
是
淡
海
（
天
智
）
聖
帝
之
曾
孫
、

今
上
天
皇
（
光
仁
）
之
愛
子
也
」
と
見
え
る
人
物
、
及
び
宝
亀
二
年
か
ら
宝
亀
十
年
に

か
け
て
の
正
倉
院
文
書
中
の
五
箇
所

τと
に
「
親
王
禅
師
」
「
禅
師
親
王
」
と
見
え

る
人
物
、
さ
ら
に
は
『
東
大
寺
要
録
』
巻
七
雑
事
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
東
大
寺
権

別
当
実
忠
二
十
九
カ
条
事
」
に
「
親
王
禅
師
」
「
朝
廷
宮
禅
師
」
と
見
え
る
人
物
が
、

早
良
親
王
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

ま
た
、
「
東
大
寺
権
別
当
実
忠
二
十
九
カ
条
事
」
か
ら
、
宝
亀
二
年
に
親
王
禅
師

と
良
弁
僧
正
が
大
仏
殿
風
柱
の
建
立
を
実
忠
に
命
じ
て
い
る
こ
と
（
第
四
条
）
、
宝

亀
五
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
親
王
禅
師
の
命
に
よ
り
、
実
忠
は
寺
主
の
政
を
と
り

（
第
十
七
条
）
、
宝
亀
十
一
年
に
は
親
王
禅
師
の
命
に
よ
り
、
東
大
寺
造
瓦
別
当
と

な
っ
て
い
る
こ
と
（
第
十
三
条
）
か
ら
、
早
良
親
王
は
、
大
安
寺
に
住
し
た
宝
亀
年

間
、
東
大
寺
造
営
に
尽
力
し
て
お
り
、
そ
の
発
言
力
が
、
東
大
寺
少
鎮
や
寺
主
な
ど

の
要
職
を
歴
任
し
た
地
位
に
あ
っ
た
実
力
者
実
忠
に
指
令
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る

ほ
ど
、
極
め
て
大
き
い
こ
と
に
注
目
さ
れ
た
。

さ
ら
に
天
平
勝
宝
三
年
（
七
五
一
）
八
月
十
四
日
付
倶
舎
衆
牒
（
正
倉
院
文
書
）

の
年
月
不
明
の
端
書
に
、
親
王
禅
師
の
命
に
よ
り
造
東
大
寺
司
が
一
切
経
目
録
二
巻

を
内
裏
に
進
上
し
た
こ
と
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
直
接
親
王
は
造
東
大
寺
司
の
官
人

で
は
な
い
が
、
造
東
大
寺
司
に
対
し
て
指
導
的
な
立
場
に
あ
っ
た
と
さ
れ
た

τム

す
な
わ
ち
、
早
良
親
王
は
『
大
安
寺
碑
文
』
に
よ
れ
ば
神
護
景
雲
二
年
に
東
大
寺
か

ら
大
安
寺
に
移
住
し
た
の
で
あ
る
が
、
早
良
親
王
と
東
大
寺
の
関
係
は
断
ち
切
ら
れ

て
お
ら
ず
、
光
仁
天
皇
即
位
と
と
も
に
親
王
と
な
っ
た
後
も
還
俗
せ
ず
に
、
依
然

「
東
大
寺
及
び
造
東
大
寺
司
に
対
し
て
大
き
な
発
言
権
を
有
し
」
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
発
言
力
を
有
す
る
親
王
禅
師
の
宗
教
界
に
お
け
る
地
位
、

具
体
的
に
は
東
大
寺
に
お
け
る
地
位
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
山
田

氏
の
研
究
を
ふ
ま
え
て
、
高
田
氏
は
実
忠
へ
の
指
令
者
と
い
う
観
点
か
ら
、
早
良
親

王
の
東
大
寺
に
お
け
る
僧
侶
と
し
て
の
地
位
を
検
討
さ
れ
た
。

ま
ず
高
田
氏
は
、
「
東
大
寺
権
別
当
実
忠
二
十
九
カ
条
事
」
を
通
覧
す
る
と
、
実

忠
に
指
令
を
与
え
て
い
る
人
物
は
、
親
王
禅
師
の
他
に
は
良
弁
僧
正
の
み
で
あ
る
こ

と
、
親
王
禅
師
以
前
に
実
忠
に
指
令
を
与
え
て
い
た
人
物
は
良
弁
僧
正
で
あ
る
こ
と
、

ほ
ぽ
宝
亀
初
年
を
境
に
し
て
良
弁
僧
正
か
ら
親
王
禅
師
へ
と
い
う
指
令
者
の
交
替
が

窺
わ
れ
る
こ
と
に
控
目
さ
れ
た
。
『
東
大
寺
要
録
』
（
巻
五
諸
宗
章
）
所
引
の
「
東

大
寺
華
厳
別
供
縁
起
」
に
は
、
良
弁
が
そ
の
臨
終
（
宝
亀
四
年
間
十
一
月
二
十
四
日

卒
）
に
際
し
て
、
「
花
厳
一
乗
」
を
早
良
親
王
に
付
属
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。

「
花
厳
一
乗
」
に
つ
い
て
は
東
大
寺
の
根
本
教
義
で
あ
る
華
厳
宗
の
教
学
面
の
み
を

指
す
の
か
、
ぞ
れ
を
含
む
東
大
寺
の
経
営
全
般
を
指
す
の
か
は
詳
ら
か
で
は
な
い
と

し
つ
つ
も
、
良
弁
か
ら
親
王
禅
師
へ
華
厳
宗
の
重
大
事
の
継
承
が
行
わ
れ
た
と
い
う

伝
承
が
、
東
大
寺
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
少
な
く
と
も
実
忠
へ
の
指
令
者

と
い
う
観
点
に
お
い
て
は
、
親
王
禅
師
は
良
弁
僧
正
の
後
継
者
と
考
え
ら
れ
る
」
と

結
論
づ
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
「
東
大
寺
華
厳
別
供
縁
起
」
か
ら
、
東
大
寺
に
お
い

て
親
王
禅
師
は
僧
正
良
弁
の
後
継
者
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
良
弁
の
東
大
寺
に
お
け
る
地
位
は
、
東
大
寺
僧
中
、
最
初
に
僧
綱
に

補
任
さ
れ
長
く
そ
の
地
位
を
保
ち
、
つ
い
に
最
高
位
の
僧
正
に
至
り
、
寺
内
に
お
け

る
そ
の
地
位
は
、
他
の
僧
の
追
随
を
ま
っ
た
く
許
さ
な
い
高
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
良
弁
の
有
す
る
具
体
的
な
権
限
に
つ
い
て
は
、
「
東
大
寺
権
別
当
実
忠
二
十
九

カ
条
事
」
の
第
一
条
か
ら
は
「
寺
内
一
事
己
上
」
、
す
な
わ
ち
寺
内
行
政
全
般
を
統

括
す
る
権
限
が
公
認
さ
れ
、
「
検
校
造
寺
政
」
、
す
な
わ
ち
造
東
大
寺
司
の
行
政
に

関
与
し
、
ぞ
れ
を
指
揮
す
る
権
限
も
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
伺
え
る

τと
。
つ
ま
り
良

弁
は
寺
内
行
政
全
般
の
統
括
権
と
造
東
大
寺
司
の
指
揮
権
と
を
合
わ
せ
持
っ
た
最
高

指
導
者
で
あ
っ
た
。
親
王
禅
師
は
こ
の
よ
う
に
、
東
大
寺
、
造
東
大
寺
司
の
最
高
指

導
者
と
し
て
の
地
位
に
あ
っ
た
良
弁
の
後
継
者
と
し
て
指
名
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

聖
武
朝
以
後
、
奈
良
時
代
を
通
じ
て
東
大
寺
は
仏
教
界
に
お
け
る
最
大
勢
力
で
あ

っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
親
王
禅
師
が
良
弁
没
後
、
東
大
寺
を
代
表
す
る

地
位
に
就
い
た
こ
と
は
、
彼
が
仏
教
界
を
代
表
す
る
地
位
に
就
い
た
と
い
っ
て
も
過

( 17 ) 
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言
で
は
あ
る
ま
い
。

そ
し
て
、
上
記
の
よ
う
な
地
位
・
権
限
を
有
す
る
早
良
親
王
禅
師
は
光
仁
天
皇
譲

位
、
檀
武
天
皇
即
位
と
と
も
に
、
僧
侶
の
身
で
あ
り
な
が
ら
立
太
子
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
本
節
で
は
、
先
行
研
究
に
頼
り
な
が
ら
、
立
太
子
以
前
の
早
良
親
王
が
仏

教
界
を
代
表
す
る
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
を
み
て
き
た
。
早
良
親
王
が
こ
の
よ
う
な
仏

教
界
を
代
表
す
る
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
と
、
か
れ
が
複
数
存
在
す
る
皇
太
子
候
補
の

な
か
か
ら
選
ば
れ
立
太
子
さ
れ
た
こ
と
と
は
無
関
係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た

こ
の
早
良
親
王
禅
師
の
突
然
の
立
太
子
は
、
長
岡
京
選
都
と
も
深
く
関
係
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
は
こ
の
立
太
子
が
誰
の
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い

う
疑
問
も
残
る
。
こ
れ
ら
の
疑
問
に
答
え
て
初
め
て
早
良
立
太
子
の
意
義
が
明
ら
か

に
な
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
。

第
二
章

光
仁
朝
・
桓
武
朝
に
お
け
る
仏
教
統
制
政
策
の
変
他

そ
れ
で
は
、
早
良
親
王
が
立
太
子
す
る
背
景
に
は
ど
の
よ
う
な
政
治
状
況
が
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
光
仁
朝
と
桓
武
朝
初
期
の
仏
教
政
策
を
検
討

し
、
そ
の
な
か
に
見
ら
れ
る
政
策
の
変
化
か
ら
光
仁
天
皇
か
ら
桓
武
天
皇
を
中
心
と

す
る
政
治
勢
力
へ
の
政
治
権
力
掌
握
の
転
換
を
指
摘
し
、
ま
た
光
仁
・
桓
武
朝
の
仏

教
界
改
革
が
何
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
も
考
察
し
よ
う
と
思
う
。

桓
武
天
皇
を
中
心
と
す
る
政
治
勢
力
の
形
成

奈
良
時
代
を
通
じ
て
、
天
武
系
皇
統
の
歴
代
天
皇
の
中
で
も
特
に
聖
武
朝
か
ら
称

徳
朝
に
か
け
て
の
時
期
に
は
仏
教
へ
の
過
度
な
る
依
存
が
み
ら
れ
、
称
徳
朝
に
あ
っ

て
は
、
崇
仏
が
昂
じ
て
法
王
道
鏡
の
出
現
に
い
た
り
、
僧
侶
の
高
官
へ
の
登
用
、
私

度
僧
の
増
加
な
ど
政
界
、
仏
教
界
の
混
乱
が
み
ら
れ
る
。
称
徳
天
皇
没
後
、
そ
の
あ

と
を
継
い
だ
の
が
光
仁
天
皇
で
あ
る
。
光
仁
天
皇
即
位
に
よ
り
、
天
武
系
皇
統
に
ピ

1 

リ
オ
ド
が
う
た
れ
、
天
皇
一
家
の
血
筋
は
天
智
系
皇
統
に
移
る
こ
と
に
な
る
。
光
仁
天

皇
に
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
の
は
お
そ
ら
く
称
徳
天
皇
の
意
志
で
あ
っ
た
T
Z

と
思
わ

れ
る
が
、
皇
統
の
交
替
と
と
も
に
即
位
し
た
光
仁
天
皇
に
対
し
て
、
宇
佐
八
幡
宮
神

託
事
件
と
い
う
天
皇
制
の
危
機
を
目
の
当
た
り
に
し
、
称
徳
・
道
鏡
政
権
を
快
く
思

わ
な
か
っ
た
貴
族
層
が
大
き
な
期
待
を
抱
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
即
位
し
た
光
仁
天
皇
は
、
即
位
と
同
時
に
仏
教
界
の

改
革
と
い
う
政
治
課
題
を
背
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
天
智
系
皇
統
の
天

皇
の
出
現
と
と
も
に
、
天
武
系
皇
統
の
天
皇
が
推
し
進
め
て
き
た
過
度
の
崇
仏
政
治

に
模
が
打
ち
込
ま
れ
、
仏
教
政
策
に
転
換
が
訪
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
光
仁
朝
の
仏
教
政
策
を
見
て
い
こ
う
。
宝
亀
元
年
八
月
四
日
に
称
徳
天
皇

が
没
す
る
と
、
同
月
二
十
一
日
す
そ
さ
ま
道
鏡
は
造
下
野
田
薬
師
寺
別
当
に
左
遷
さ

れ
、
翌
日
に
は
道
鏡
の
弟
弓
削
浄
人
ら
は
土
佐
に
流
さ
れ
た
。
十
月
一
日
に
は
光
仁

天
皇
が
即
位
し
、
二
十
八
日
に
は
道
鏡
政
権
下
で
禁
止
さ
れ
て
い
た
僧
尼
の
山
林
修

業
が
解
禁
さ
れ
た
？
と
。
そ
の
後
宝
亀
二
年
か
ら
三
年
に
か
け
て
は
、
仏
教
統
制
政

策
が
打
ち
出
さ
れ
る
。
宝
亀
二
年
正
月
四
日
に
は
、
僧
尼
の
度
縁
に
道
鏡
の
印
を
用

い
る
の
を
や
め
再
び
治
部
省
の
印
を
用
い
る
こ
と
に
し

T
5
ご
同
年
間
三
月
十
五
日

に
は
、
僧
尼
の
風
犠
を
取
り
締
ま
る
目
的
で
威
儀
法
師
六
員
を
設
置
し
T
e
v

、
同
年

八
月
二
十
六
日
に
は
、
僧
綱
と
十
二
大
寺
に
印
を
頒
っ
た
T
Z
。
そ
し
て
翌
三
年
三

月
六
日
に
は
十
禅
師
を
置
き
、
浄
行
の
僧
を
選
ん
で
こ
れ
に
任
じ
た
T
旦
。
こ
の
よ

う
に
宝
亀
年
間
初
頭
に
は
、
ぞ
れ
ま
で
の
種
々
の
問
題
を
引
き
起
こ
し
た
過
度
の
崇

仏
政
治
の
反
省
と
し
て
、
一
連
の
仏
教
統
制
策
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
そ
の
課
題
が
い

っ
た
ん
達
成
さ
れ
た
宝
亀
三
年
あ
た
り
を
堺
に
し
て
一
臼
一
、
仏
教
統
制
政
策
は
史
料

の
上
か
ら
は
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
光
仁
朝
末
期
の
宝
亀
十
年
に
至
っ
て
、
ふ
た
た
び
仏
教
統
制
策
が
打

ち
出
さ
れ
る
。
宝
亀
十
年
八
月
二
十
三
日
に
は
僧
尼
の
名
籍
を
整
理
し

T
i
、
次
い

で
同
年
八
月
二
十
六
日
に
は
諸
国
国
分
寺
の
僧
尼
で
京
に
住
す
る
も
の
を
帰
国
せ
し

め
て
い
る
す
止
。
そ
し
て
同
年
九
月
十
七
日
に
は
、
私
度
を
取
り
締
ま
り
、
正
当
な
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僧
侶
に
は
公
験
を
与
え
る
こ
と
に
し
て
い
る
す
と
。
こ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
政
策

と
し
て
仏
教
界
に
対
す
る
統
制
策
が
矢
継
ぎ
早
に
表
れ
て
く
る
。

さ
ら
に
光
仁
朝
末
期
の
仏
教
界
に
対
す
る
姿
勢
を
も
っ
と
も
端
的
に
示
す
も
の
と

し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
一
年
正
月
二
十
日
条
の
詔
で
あ
る
。

こ
の
詔
は
同
月
十
四
日
に
雷
に
よ
っ
て
京
内
の
数
寺
が
焼
失
し
た
こ
と
に
対
し
て
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が

τz
、
そ
こ
に
は
、

頃
者
彼
蒼
告
レ
議
災
集
上
伽
藍
一
。
香
一
言
子
藍
一
情
深
僚
悼
。
於
ニ
朕
不
徳
一
難
レ

近
ニ
此
尤
一
。
於
－
設
桑
門
一
寧
亦
無
レ
情
。
知
闇
緬
侶
行
事
与
レ
俗
不
レ
別
。
上
違
二

元
上
之
慈
教
一
。
下
犯
ニ
有
国
之
道
憲
一
。
僧
綱
率
而
正
レ
之
。
融
制
其
不
レ
正
乎
。

又
諸
国
国
師
。
諸
寺
鎮
三
綱
。
及
受
－
講
復
三
官
。
不
レ
顧
ニ
罪
福
一
専
事
エ
請
託
－
。

員
復
居
多
侵
損
不
レ
少
。
如
レ
斯
等
類
不
レ
可
ニ
更
然
－
。
宜
下
修
ニ
護
国
之
正
法
一
。

以
弘
申
縛
禍
之
勝
縁
よ
。
凡
厭
賛
衆
。
知
ニ
朕
意
一
薦
。

と
あ
る
よ
う
に
、
一
応
自
ら
の
不
徳
を
恥
じ
て
い
る
も
の
の
、
天
災
が
諸
寺
の
伽
藍

に
集
ま
る
現
象
が
あ
る
と
し
て
、
「
彼
の
桑
門
に
お
い
て
、
寧
ん
ぞ
亦
憐
る
こ
と
な

け
ん
や
」
と
、
強
い
調
子
で
仏
教
界
に
譜
責
を
加
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
事

態
を
ま
ね
い
た
原
因
と
し
て
、
僧
侶
の
行
い
が
俗
人
と
区
別
の
な
い
こ
と
、
諸
国
の

国
師
、
諸
寺
の
鎮
、
諸
寺
の
三
綱
な
ど
罪
福
を
顧
ず
に
請
託
を
事
と
し
不
正
を
行
な

っ
て
い
る
こ
と
の
こ
点
を
特
に
指
摘
し
、
雷
火
の
原
因
を
僧
侶
の
濫
行
の
せ
い
だ
と

決
め
つ
け
て
い
る
。
従
来
、
天
変
地
異
が
起
こ
っ
た
と
き
に
は
、
ま
ず
天
皇
が
自
ら

の
不
徳
を
恥
じ
、
ひ
た
す
ら
仏
門
に
す
が
る
と
い
う
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
こ
の
詔

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
仏
教
界
に
対
す
る
批
判
的
な
姿
勢
は
、
ぞ
れ
ま
で
、
ま
っ
た
く

見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
同
じ
く
宝
亀
十
一
年
六
月
に
は
封
百
戸
を
秋
篠
寺
に
施
入
し
、
そ
れ
を
一
代

限
り
と
す
る
こ
と
す
主
、
東
大
寺
の
封
五
千
戸
の
内
、
宮
家
修
業
諸
仏
事
分
二
千
戸

を
別
庫
に
収
納
す
る
こ
と
す
と
な
ど
、
寺
院
財
政
に
対
す
る
統
制
も
強
佑
さ
れ
て
い

る。
続
い
て
、
桓
武
朝
の
仏
教
統
制
政
策
に
日
を
移
す
と
、
延
暦
元
年
（
七
八
二
）
四

第 2号史人

月
一
日
の
詔
で
「
仏
廟
云
（
こ
こ
）
に
肇
ん
ぬ
」
（
2
5

｝
と
明
言
し
、
延
暦
二
年
十
二

月
に
は
京
内
諸
寺
の
賎
財
出
挙
の
利
息
一
倍
以
上
を
禁
じ
（
2
1

、
延
暦
三
年
十
二
月

に
は
寺
家
の
山
林
薮
沢
の
占
有
を
禁
じ
る
す
ヱ
な
ど
の
経
済
統
制
策
が
打
ち
だ
さ
れ

た
。
ま
た
延
暦
四
年
五
月
に
は
僧
尼
の
村
里
へ
の
出
入
り
を
禁
止
し
す
旦
、
同
年
十

月
に
は
僧
尼
が
山
嚇
ι叫
ん
伐
冶
寺
院
で
陀
羅
尼
を
読
み
、
所
怨
を
報
じ
る
た
め
に
、
檀

法
を
行
い
呪
誼
を
i

縦
i
i

に
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
す
旦
な
ど
、
僧
尼
の
行
動
に
関
す

る
統
制
も
強
佑
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
長
岡
京
遷
都
と
深
く
関

係
す
る
と
思
わ
れ
る
延
暦
二
年
六
月
十
日
太
政
官
符
す
o
ご
い
わ
ゆ
る
私
寺
建
立
禁

止
令
で
あ
る
。
こ
の
私
寺
の
新
立
の
禁
止
に
よ
り
、
翌
年
に
断
行
さ
れ
た
長
岡
京
選

都
に
と
も
な
い
奈
良
の
諸
大
寺
は
旧
京
に
取
り
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
政
治
と
宗

教
と
の
空
間
的
分
離
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
私
寺
建
立
禁
止
令
が
長
岡
京
遷

都
を
念
頭
に
お
い
て
出
さ
れ
た
政
策
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。

以
上
、
光
仁
朝
か
ら
桓
武
朝
初
期
の
仏
教
統
制
政
策
を
見
て
き
た
が
、
宝
亀
初
頭

と
宝
亀
末
期
と
の
仏
教
界
へ
の
統
制
政
策
と
比
べ
る
と
、
宝
亀
十
－
年
正
月
の
詔
に

み
ら
れ
る
よ
う
な
、
従
来
み
ら
れ
な
か
っ
た
仏
教
界
へ
の
批
判
的
姿
勢
、
そ
れ
に
続

く
寺
院
財
政
に
対
す
る
統
制
な
ど
、
明
ら
か
に
宝
亀
末
年
に
至
り
統
制
が
強
化
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
さ
ら
に
こ
の
光
仁
朝
末
期
の
仏
教
界
に
対
す
る
積
極
的
な

統
制
は
、
桓
武
朝
初
期
の
一
連
の
寺
院
財
政
、
僧
尼
の
行
動
に
関
す
る
厳
し
い
仏
教

統
制
策
と
一
貫
性
を
有
す
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
仏
教
政
策
の
変
化
を
、
政
治
史
上
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。
私
は
高
田
淳
氏
の
見
解
に
注
目
し
た
い
。
高
田
氏
は
特
に
宝
亀
十
一
年
の
詔

に
着
目
し
、
こ
の
時
点
か
ら
仏
教
政
策
の
基
調
は
統
制
強
化
へ
と
大
き
く
転
換
し
た

と
し
て
「
桓
武
朝
初
期
の
統
制
的
施
策
を
主
導
し
た
桓
武
天
皇
を
中
心
と
す
る
政
治

勢
力
が
、
す
で
に
宝
亀
末
年
の
こ
の
段
階
で
、
政
策
立
案
の
実
権
を
掌
握
し
つ
つ
あ

っ
た
こ
と
の
表
れ
と
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

私
は
以
下
の
点
か
ら
高
田
氏
の
見
解
を
支
持
し
た
い
と
思
う
。
第
一
に
、
宝
亀
十

一
年
の
翌
年
の
天
応
元
年
に
は
光
仁
天
皇
は
桓
武
天
皇
に
譲
位
し
、
桓
武
は
辛
酋
年
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即
位
に
成
功
し
て
い
る
が
、
実
は
天
応
元
年
は
元
旦
に
辛
酉
日
を
持
っ
て
く
る
と
い

う
暦
の
人
為
的
操
作
を
行
い
、
か
つ
元
旦
リ
辛
酉
日
に
改
元
し
て
い
る
の
で
あ
る
｛
3

1
。
こ
こ
に
は
桓
武
を
中
心
と
す
る
政
治
勢
力
が
、
辛
酉
年
・
辛
酉
日
改
元
・
辛
酉

年
即
位
を
華
々
し
く
演
出
す
る
た
め
の
作
為
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
ま
だ
皇
太
子
の

身
分
で
あ
っ
た
山
部
親
王
が
磨
、
元
号
を
替
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
年
に

あ
わ
せ
て
自
分
が
即
位
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、
宝
亀
末
年
に
は
桓
武
が
政
策

立
案
の
実
権
を
握
っ
て
い
た
こ
と
の
有
力
な
傍
証
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
第

二
に
、
天
応
元
年
に
は
光
仁
天
皇
は
七
十
二
才
の
高
齢
に
達
し
て
お
り
、
年
齢
的
な

面
か
ら
も
政
界
か
ら
の
引
退
と
い
う
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
桓
武
天
皇
を
中
心
と
す
る
政
治
勢
力
が
、
宝
亀
末
年

に
実
権
を
握
っ
て
い
た
と
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
桓
武
天
皇
を
中
心
と
す
る
政
治
勢
力
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
ど

の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
天
智
系
皇
統
で
あ
る
光

仁
天
皇
が
称
徳
天
皇
の
後
に
天
皇
に
立
て
ら
れ
た
の
は
、
聖
武
の
娘
で
あ
る
井
上
肉

親
王
を
妻
に
も
ち
、
そ
の
聞
に
出
生
し
た
聖
武
の
孫
に
あ
た
る
他
戸
親
王
の
存
在
が

あ
っ
た
か
ら
で
、
光
仁
天
皇
が
即
位
し
た
時
点
で
天
智
系
皇
統
が
確
立
さ
れ
て
い
た

の
で
は
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
宝
亀
三
年
、
井
上
皇
后
が
魔
魅
の
罪
で
廃
后
さ
れ
、
五
月
に
他
戸
親
王

が
大
逆
の
罪
で
廃
太
子
さ
れ
る
と
、
翌
年
正
月
に
山
部
親
王
が
立
太
子
す
る
こ
と
に

な
り
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
天
武
系
皇
統
は
廃
絶
し
、
天
智
系
皇
統
が
樹
立
す
る
に
至

る
。
そ
こ
に
は
当
然
、
貴
族
層
の
新
た
な
皇
統
の
も
と
に
再
結
集
し
よ
う
と
す
る
動

き
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
等
が
山
部
親
王
を
背
後
か
ら
支
え
る
母
体
、
す
な
わ

ち
桓
武
天
皇
を
中
心
と
す
る
政
治
集
団
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
皇
統
交
替

直
後
と
い
う
政
治
権
力
の
不
安
定
な
時
期
に
桓
武
を
中
心
と
す
る
政
治
勢
力
は
、
ぞ

の
政
権
の
権
威
づ
け
と
し
て
、
中
国
の
識
緯
説
に
倣
い
、
天
命
が
改
ま
る
辛
酉
革
命

の
年
に
即
位
（
天
応
元
年
、
七
八
一
）
し
、
政
令
が
改
め
る
甲
子
革
令
の
年
の
遷
都

（
延
暦
三
年
、
七
八
四
）
を
意
識
し
て
い
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
す
2
J
そ
し
て
、
い

よ
い
よ
辛
酉
年
即
位
が
近
づ
い
て
き
た
光
仁
朝
末
期
か
ら
、
政
治
改
革
の
構
想
を
行

動
に
移
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

2

光
仁
・
桓
武
朝
の
仏
教
改
革
の
目
指
し
た
も
の

奈
良
時
代
、
聖
武
朝
に
い
た
り
、
極
度
の
崇
仏
政
治
を
迎
え
た
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。
聖
武
天
皇
が
即
位
し
て
か
ら
、
天
平
年
間
に
入
り
、
飢
鍾
・
天
然
痘
の

流
行
、
さ
ら
に
は
筑
紫
で
の
藤
原
広
継
の
反
乱
な
ど
に
よ
り
、
圏
内
は
混
乱
の
状
態

に
陥
っ
て
い
た
。
聖
武
天
皇
は
こ
れ
ら
の
状
態
を
打
破
す
る
た
め
に
仏
教
に
救
い
を

求
め
た
。
天
平
九
年
（
七
三
八
）
一
ニ
月
三
日
に
国
毎
に
釈
迦
仏
像
、
警
護
を
造
ら
せ
、

大
般
若
経
を
写
さ
せ
る
詔
を
出
し
た
〔
3
1
こ
と
は
ぞ
の
例
で
あ
る
。
そ
し
て
天
平
十

三
年
に
は
国
分
寺
、
尼
寺
建
立
の
詔
を
出
し
す
旦
、
天
平
十
五
年
に
は
大
仏
造
立
の

詔
を
出
し
た
す
エ
。
国
分
寺
建
立
の
詔
の
中
に
は
「
我
ら
四
玉
、
常
に
来
た
り
て
擁

護
し
て
、
一
切
の
災
陣
、
皆
消
珍
せ
し
め
、
憂
愁
疾
疫
も
亦
除
き
差
え
し
め
」
と
あ

り
、
仏
教
の
加
護
に
よ
り
天
下
泰
平
を
願
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
一
連
の
崇
仏
政
治
が
行
わ
れ
て
い
く
な
か
、
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四

九
）
四
月
一
目
、
聖
武
天
皇
は
陸
奥
田
か
ら
大
仏
の
鍍
金
に
用
い
る
砂
金
が
献
上
さ

れ
た
こ
と
を
、
橘
諸
兄
を
遣
わ
し
て
虚
舎
那
仏
に
報
告
し
た
。
『
続
日
本
記
』
同
日

条
に
は
、天

皇
幸
ニ
東
大
寺
一
。
御
二
虚
舎
那
仏
像
前
殿
一
。
北
面
対
レ
像
。
（
中
略
）
勅
遣
ニ

乃

止

涜

－

a

瞳

左
大
臣
橘
宿
祢
諸
兄
三
白
レ
仏
。
三
宝
奴
仕
奉
天
皇
命
虚
合
那
仏
像
．
大

前
仁
奏
賜
g
止奏。

．．． 

と
あ
り
、
詔
に
よ
り
聖
武
天
皇
は
公
式
の
場
で
自
ら
を
「
一
二
宝
の
奴
」
と
宣
言
し
た
の

で
あ
る
。
石
母
田
正
氏
は
、
「
政
治
的
君
主
が
同
時
に
「
三
宝
の
奴
」
と
い
う
資
格

に
お
い
て
知
識
衆
の
一
員
と
な
り
仏
寺
造
営
に
参
加
す
る
と
い
う
側
面
が
、
従
来
存

在
し
な
か
っ
た
国
家
と
宗
教
と
の
新
し
い
結
合
の
仕
方
を
示
し
た
」
と
さ
れ
、
そ
こ

に
国
家
と
仏
教
と
の
結
合
の
在
り
方
の
「
原
理
的
転
換
」
を
求
め
ら
れ
た
す
旦
。
す

な
わ
ち
、
従
来
両
者
の
結
合
の
仕
方
の
基
本
原
則
は
、
「
仏
教
を
国
家
の
体
制
と
秩
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序
の
内
部
に
包
摂
す
る
こ
と
」
つ
ま
り
「
国
家
が
主
体
」
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
天

平
期
に
国
家
と
仏
教
と
の
結
合
の
仕
方
に
「
原
理
的
転
換
」
が
生
じ
、
「
国
家
内
的
な

存
在
と
し
て
の
仏
教
が
、
国
家
を
超
越
し
た
主
人
」
に
転
換
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
原
理
的
転
換
」
は
そ
の
ま
ま
、
聖
武
天
皇
の
女
で
あ
る
称
徳
天
皇

の
治
世
に
ま
で
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。
称
徳
朝
に
は
西
大
寺
、
西
隆
寺
な
ど

の
造
営
、
諸
国
国
分
寺
の
復
興
が
活
発
に
進
め
ら
れ
た
ほ
か
、
諸
寺
へ
の
財
物
施
入
、

道
鏡
の
身
辺
者
の
高
官
へ
の
登
用
等
が
行
わ
れ
、
私
度
僧
の
増
加
と
い
っ
た
現
象
も

み
ら
れ
る
。

な
か
で
も
、
こ
の
「
仏
教
が
国
家
を
超
越
し
た
主
人
」
に
転
換
し
た
こ
と
を
象
徴

す
る
事
件
と
し
て
、
宇
佐
八
幡
宮
神
託
事
件
に
注
目
し
た
い
。
宇
佐
八
幡
宮
神
託
事

件
に
つ
い
て
は
、
古
来
よ
り
様
々
な
形
で
こ
の
事
件
の
謎
を
解
き
明
か
す
試
み
が
成

さ
れ
て
き
た
が
、
河
内
祥
輔
氏
が
、
聖
武
に
連
な
る
直
系
皇
統
の
存
続
と
い
う
観
点

か
ら
明
快
に
論
じ
ら
れ
た
。
氏
の
見
解
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
称

徳
天
皇
は
聖
武
天
皇
直
系
の
皇
統
の
存
続
を
至
上
命
題
と
し
て
捉
え
た
が
、
聖
武
天

皇
に
は
皐
子
が
存
在
し
な
い
た
め
、
聖
武
天
皇
の
女
で
あ
る
井
上
の
子
、
つ
ま
り
、

聖
武
天
皇
の
孫
に
あ
た
る
聖
武
直
系
の
血
を
引
く
他
戸
を
将
来
皇
位
に
即
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
聖
武
の
直
系
皇
統
を
守
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
他
戸
の

皇
位
継
承
に
関
し
て
ひ
と
つ
の
問
題
が
浮
か
び
上
が
る
。
他
戸
は
幼
少
で
あ
り
、
無

事
に
成
長
し
て
皇
位
に
即
く
日
ま
で
、
称
徳
や
井
上
が
生
き
て
見
守
る
こ
と
が
で
き

る
か
。
答
え
は
否
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
称
徳
天
皇
は
他
一
戸
を
守
護
す
る
力
を
仏
教

に
求
め
た
。
天
皇
制
は
仏
教
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
と
い
う
信
仰
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
仏
教
は
道
鏡
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
称
徳
天
皇
は
他
戸
を
天
皇
に

擁
立
す
る
ま
で
の
問
、
他
戸
の
庇
護
者
と
し
て
道
鏡
を
皇
位
に
即
け
、
仏
教
の
加
護

に
よ
り
聖
武
直
系
の
皇
統
を
守
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
聖
武
直
系
を
守
る
た
め
に
、
一
時
的
と
は
い
え
天
皇
家

と
は
全
く
関
係
を
持
た
な
い
僧
侶
で
あ
る
道
鏡
を
皇
位
に
即
け
よ
う
と
し
た
、
換
言

す
れ
ば
天
皇
制
を
仏
教
に
よ
り
守
ろ
う
と
し
た
称
徳
天
皇
の
仏
教
に
対
す
る
意
識
で

第 2号史人

あ
る
。
こ
の
称
徳
天
皇
の
意
識
の
原
点
に
は
、
聖
武
天
皇
が
か
つ
て
自
ら
を
コ
ニ
宝

の
奴
」
と
称
し
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
、
天
皇
制
と
仏
教
と
の
逆
転
し
た
関
係
が
存

在
し
て
い
る
。
宇
佐
八
幡
宮
神
託
事
件
に
象
徴
さ
れ
る
称
徳
朝
に
お
け
る
種
々
の
問

題
の
根
底
に
は
、
聖
武
朝
に
生
起
し
た
国
家
と
仏
教
と
の
結
合
の
逆
転
関
係
が
存
在

す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
宇
佐
八
幡
宮
神
託
事
件
を
当
時
の
貴
族
層
は
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
で

あ
ろ
う
か
。
ま
ず
貴
族
た
ち
に
と
っ
て
天
皇
は
神
で
あ
り
、
そ
の
神
は
あ
く
ま
で
仏

教
よ
り
も
す
べ
て
に
お
い
て
上
位
に
位
置
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
故
に
称
徳

天
皇
の
行
お
う
と
し
た
天
皇
の
位
に
僧
侶
を
即
か
せ
よ
う
と
し
た
行
為
は
、
神
の
位

に
仏
が
と
っ
て
か
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
が
和
気
清
麻
呂
が
も
た
ら
し
た
字
佐
八
幡
神
「
我
が
国
の
君
臣
の
分
定
ま

れ
り
。
道
鏡
は
惇
逆
無
道
、
神
器
を
望
む
を
も
っ
て
神
震
怒
し
、
そ
の
祈
り
を
き
か

ず
。
天
つ
日
嗣
は
必
ず
皇
緒
を
続
げ
よ
」
と
い
う
神
託
で
あ
っ
た
。
当
時
こ
の
天
皇

制
の
危
機
と
も
い
え
る
事
件
を
目
の
当
た
り
に
し
た
見
識
の
あ
る
貴
族
た
ち
は
二
度

と
こ
の
よ
う
な
事
件
を
起
こ
し
て
は
な
ら
な
い
と
誓
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
た
め

に
は
、
こ
の
事
件
の
根
底
に
存
在
す
る
天
平
期
に
生
起
じ
た
天
皇
を
含
む
国
家
と
仏

教
と
の
結
合
の
仕
方
の
「
原
理
的
転
換
」
を
再
転
換
す
る
必
要
が
あ
る
と
感
じ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す
る
と
自
ら
を
「
三
宝
の
奴
」
と
称
し
た
聖
武
天
皇
の
直
系

に
あ
た
る
天
皇
は
歓
迎
さ
れ
な
い
。
こ
う
い
う
理
由
か
ら
他
戸
皇
太
子
は
井
上
皇
后

と
と
も
に
魔
魅
の
罪
に
よ
っ
て
廃
さ
れ
、
国
家
と
仏
教
と
の
結
合
の
仕
方
の
再
度
の

「
原
理
的
転
換
」
と
い
う
貴
族
遠
の
期
待
を
、
父
光
仁
天
皇
と
と
も
に
背
負
わ
さ
れ
、

山
部
親
王
が
立
太
子
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
山
部
立
太
子
の
背
景
に
は
こ
の

よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
と
推
測
し
た
い
。

こ
の
よ
う
に
、
皇
統
の
交
替
と
と
も
に
成
立
し
た
党
仁
朝
、
そ
し
て
、
天
智
系
皇

統
を
確
立
さ
せ
た
桓
武
朝
に
課
せ
ら
れ
た
政
治
課
題
の
ひ
と
つ
は
、
こ
の
国
家
と
仏

教
と
の
結
合
の
仕
方
を
天
平
期
以
前
の
結
合
の
仕
方
の
状
態
に
再
度
、
「
原
理
的
転

換
」
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
仏
教
を
国
家
の
体
制
と
秩
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長岡京遷都と早良親王立太子（岡井）

序
の
内
部
に
包
摂
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
過
度
の
崇
仏
政
治
か
ら
、
再
度
、
仏
教
を

律
令
国
家
の
も
と
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
体
制
へ
転
換
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
光

仁
朝
の
初
期
に
行
わ
れ
た
威
儀
法
師
六
員
の
設
置
、
ま
た
は
十
禅
師
の
設
置
な
ど
の

称
徳
朝
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
仏
教
界
の
改
革
、
桓
武
朝
に
お
い
て
、
頻
繁
に
行
わ

れ
た
僧
尼
の
行
動
や
規
律
に
関
す
る
取
り
締
り
、
寺
院
財
政
へ
の
干
渉
等
の
仏
教
統

制
の
強
化
は
、
こ
の
再
度
の
「
原
理
的
転
換
」
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
か
で
も
再
度
の
「
原
理
的
転
換
」
を
大
き
く
推
進
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め

た
政
策
と
し
て
、
桓
武
朝
初
期
に
仏
教
統
制
が
強
佑
さ
れ
て
い
く
さ
な
か
に
断
行
さ

れ
た
長
岡
京
遷
都
に
注
目
し
た
い
。

長
岡
京
遷
都
に
よ
り
旧
京
と
さ
れ
た
奈
良
朝
末
期
の
平
城
京
は
ど
の
よ
う
な
都
で

あ
っ
た
の
か
。
平
城
京
は
大
寺
院
が
多
く
存
在
す
る
仏
教
勢
力
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
聖
武
天
皇
や
称
徳
天
皇
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
仏
教
界
と
深
い
関
係
を
保

つ
天
武
系
皇
統
の
都
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
天
武
系
皇
統
の
都
で
あ
る
が
放
に
、
仏
教

と
の
関
わ
り
を
深
く
持
つ
皇
族
、
貴
族
が
多
く
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
平
城
京
に
お
い

て
は
、
桓
武
が
立
太
子
、
即
位
し
た
後
も
、
天
皇
が
「
三
宝
の
奴
」
で
あ
る
と
い
う
観

念
は
、
多
く
の
皇
族
、
貴
族
、
そ
し
て
民
衆
の
中
に
ま
で
根
強
く
息
づ
い
て
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
都
で
、
果
た
し
て
桓
武
が
政
治
課
題
と
し
て
与
え
ら
れ
た
再
度
の

「
原
理
的
転
換
」
が
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
寺
院
が
所
狭
し
と
並
び
、
ま
た
早

良
親
王
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
仏
教
と
の
関
わ
り
を
深
く
持
つ
皇
族
、
貴
族
が
存
在

す
る
平
城
京
に
お
い
て
、
再
度
の
「
原
理
的
転
換
」
は
至
難
の
技
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
に
考
え
る
と
、
長
岡
京
遷
都
は
、
桓
武
朝
の
政
治
課
題
で
あ
る
再
度
の
「
原
理
的

転
換
」
を
成
し
遂
げ
る
た
め
の
最
も
有
効
な
施
策
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
再
度
の
「
原
理
的
転
換
」
が
仏
教
を
国
家
の
も
と
に
再
度
、
統
制
す
る
こ

と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
桓
武
創
刊
に
な
さ
れ
た
得
度
制
度
の
強

化
に
注
目
し
た
い
。

本
来
、
得
度
制
度
は
、
出
家
修
道
を
願
う
者
の
な
か
で
、
僧
尼
と
な
る
に
相
応
し

い
者
が
選
ば
れ
、
国
家
か
ら
僧
尼
と
な
る
許
可
（
度
牒
）
を
与
え
ら
れ
る
制
度
で
あ
り
、

国
家
の
許
可
を
得
な
い
で
出
家
す
る
こ
と
は
私
度
と
し
て
禁
止
さ
れ
犯
罪
と
さ
れ
た
。

得
度
制
度
は
僧
尼
と
俗
人
と
を
区
別
す
る
た
め
の
制
度
で
も
あ
り
、
国
家
が
僧
尼
を

統
制
し
、
隷
属
さ
せ
る
制
度
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
得
度
制
度
は
国
家
が
仏
教
を
統

制
す
る
た
め
の
最
も
有
効
な
手
段
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

称
徳
朝
に
は
私
度
僧
の
増
加
、
僧
侶
の
世
俗
化
と
い
っ
た
問
題
が
生
じ
て
い
た
。

私
度
僧
は
僧
尼
と
い
う
身
分
上
、
課
役
を
免
障
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
私
度
僧
の
増

加
は
、
諸
官
大
寺
造
営
、
諸
国
国
分
寺
の
復
興
政
策
、
諸
寺
へ
の
財
物
施
入
等
と
と

も
に
国
家
財
政
窮
乏
の
原
因
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
僧
尼
の
世
俗
佑
は
神
護
景
雲

元
年
の
設
斎
に
お
い
て
は
「
僧
侶
進
退
無
ニ
復
法
門
之
趣
三
拍
レ
手
歓
喜
一
同
二
俗
人

一
」
す
旦
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
称
徳
朝
に
お
け
る
私
度
僧
の
増
加

は
、
度
燦
を
得
た
者
の
み
が
僧
尼
と
し
て
認
め
ら
れ
る
k
い
う
得
度
制
度
が
、
制
度

と
し
て
う
ま
く
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
に
、
僧
尼
の
世
俗
化
は
、
度
躍
を
得
る
に
相

応
し
く
な
い
者
に
度
牒
を
与
え
て
い
る
得
度
制
度
の
弛
緩
に
そ
れ
ぞ
れ
原
因
の
所
在

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
称
徳
朝
に
見
ら
れ
る
僧
尼
の
類
廃
は
、
得
度
制

度
の
弛
緩
に
そ
の
原
因
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

光
仁
・
桓
武
朝
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
私
度
の
取
締
り
、
僧
尼
の
行
動
・
規
律

に
関
す
る
取
締
り
な
ど
が
行
わ
れ
、
僧
尼
の
清
浄
他
が
す
す
め
ら
れ
た
が
、
延
暦
期

中
盤
に
な
る
と
、
僧
尼
得
度
の
正
統
の
方
法
で
あ
る
年
分
度
者
制
の
改
革
に
着
手
し

た
。
延
暦
十
二
年
に
は
、
度
者
筒
試
の
暗
縞
は
漢
音
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
定
め
言
。
ご

延
暦
十
七
年
に
は
そ
れ
ま
で
の
度
者
簡
試
基
準
に
大
き
く
改
正
を
加
え
て
い
る
｛
4
1｝

そ
の
内
容
は
、
三
十
五
才
以
上
で
、
「
操
履
己
定
、
智
行
可
レ
崇
、
兼
習
ニ
正
音
一
」

者
で
、
か
つ
僧
綱
が
「
所
レ
留
経
論
」
に
つ
い
て
「
惣
試
二
大
義
十
条
て
取
ニ
通
五
以

上
－
者
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
天
平
六
年
の
太
政
官
奏
で
は
基
準
と
し
て
「
闇
こ

論
法
華
経
一
部
、
或
最
勝
王
経
一
部
一
。
兼
解
ニ
礼
仏
一
浄
行
三
年
以
上
」
と

τと
さ

れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
制
度
改
革
に
よ
り
、
国
家
の
監
督
の
も
と
に
優
良
な
僧
侶
を
輩
出
す
る
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1 9 9 8 

体
制
が
強
化
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
国
家
の
仏
教
界
に
対
す
る
統
制
が
よ
り
強

化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
光
仁
・
桓
武
朝
に
課
せ
ら
れ
た
政
治

課
題
の
一
つ
の
結
着
で
あ
っ
た
と
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
薗
田
香
融
氏
は
、
延
暦
十
七
年
の
改
革
に
お
い
て
「
大
義
十
条
」
を
課

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
天
平
期
の
国
家
仏
教
が
僧
尼
に
期
待
し
た
も
の
は
、
経
典

の
精
読
と
礼
儀
作
法
の
熟
練
で
あ
っ
た
が
、
延
暦
政
府
の
要
求
し
た
も
の
は
、
「
論
」

を
中
心
と
し
た
解
義
の
能
力
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
、
「
僧
尼
育
成
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル

は
、
こ
こ
に
暗
諦
よ
り
解
義
へ
、
儀
式
よ
り
学
業
へ
と
百
八
十
度
の
転
換
を
見
た
」

と
評
価
さ
れ
て
い
る
〔
4
1
。

以
上
、
早
良
親
王
禅
師
の
立
太
子
す
る
前
後
、
す
な
わ
ち
光
仁
朝
か
ら
桓
武
朝
初

期
に
か
け
て
の
仏
教
統
制
政
策
の
「
原
理
的
転
換
」
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
で
は
早
良
立
太
子
は
こ
の
よ
う
な
状
況
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
く

る
の
か
、
ま
た
長
岡
京
遷
都
と
ど
う
関
わ
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
閏
頭

の
間
い
に
対
す
る
解
答
と
し
て
、
早
良
立
太
子
を
当
時
の
政
治
史
の
な
か
に
位
置
付

け
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
い

第 2号史人

第
三
章

早
由
民
立
太
子
の
意
義

l
長
岡
京
遷
都
に
関
連
し
て
｜

早
良
親
王
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
親
王
禅
師
」
と
い
う
称
号
を
有
し
、
仏

教
界
の
頂
点
で
あ
る
東
大
寺
の
最
高
指
揮
者
で
あ
っ
た
良
弁
の
有
し
た
権
限
を
継
承

し
、
良
弁
没
後
の
光
仁
朝
の
東
大
寺
、
造
東
大
寺
司
の
最
高
指
揮
者
の
地
位
に
つ
い

た
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
早
良
親
王
が
天
応
元
年
、
桓
武
即
位
と
と
も
に
突
然
立
太

子
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
に
仏
教
界
と
深
い
つ
な
が
り
を
も
っ
僧
侶
出
身
の
皇

太
子
が
出
現
し
た
。

そ
れ
で
は
早
良
親
王
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
り
立
太
子
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
こ
の
こ
と
を
長
岡
京
遷
都
と
の
関
連
か
ら
指
摘
し
、
阜
良

立
太
子
の
意
義
に
つ
い
て
言
及
し
て
み
た
い
。

早
良
立
太
子
の
経
緯
に
つ
い
て
高
田
氏
は
、
以
下
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。

次
期
皇
太
子
選
出
に
あ
た
り
、
山
部
皇
太
子
が
強
く
推
し
た
の
は
、
山
部
皇
太
子
の

嫡
子
安
殿
王
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
謡
位
す
る
側
の
光
仁
天
皇
か
ら
の
立
場
か

ら
一
言
え
ば
、
孫
の
安
殿
王
が
立
太
子
し
て
、
桓
武
新
帝
に
権
力
が
集
中
す
る
よ
り
も
、

自
分
の
子
の
田
親
王
な
り
早
良
親
王
な
り
を
立
太
子
さ
せ
て
新
帝
を
豪
制
さ
せ
た

ほ
う
が
、
譲
位
後
も
あ
る
程
度
影
響
力
を
保
持
す
る
上
で
都
合
が
よ
い
。
そ
こ
で
光

仁
天
皇
は
、
当
時
の
公
卿
で
山
部
皇
太
子
と
親
和
的
で
な
か
っ
た
藤
原
魚
名
や
藤
原

浜
成
等
と
結
び
つ
い
た
。
彼
ら
も
安
殿
王
の
立
太
子
に
よ
り
桓
武
新
帝
の
権
力
が
強

大
に
な
る
こ
と
は
好
ま
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
対
立
の
中
か
ら
候
補
と
し
て
浮
か
び

上
が
っ
た
の
が
、
早
良
親
王
で
あ
り
、
桓
武
側
は
、
ぜ
ひ
と
も
辛
酉
年
即
位
を
実
現

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
性
か
ら
、
妥
協
に
応
じ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り

「
早
良
立
太
子
は
、
い
わ
ば
辛
酉
年
即
位
を
め
ざ
す
山
部
皇
太
子
を
中
心
と
す
る
勢

力
と
、
安
殿
親
王
の
立
太
子
を
阻
も
う
と
す
る
光
仁
天
皇
を
中
心
と
す
る
勢
力
と
の

妥
協
の
結
果
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
と
結
論
を
出
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
私
は
こ
の
高
田
氏
の
見
解
に
は
以
下
の
点
で
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

ま
ず
第
一
に
、
光
仁
天
皇
は
譲
位
後
も
自
ら
の
影
響
力
を
残
ぞ
う
と
し
た
と
い
う
点

で
あ
る
。
光
仁
天
皇
は
桓
武
天
皇
へ
の
譲
位
の
詔

τ土
の
中
で
、
病
と
老
齢
の
た
め

余
命
も
そ
れ
ほ
ど
な
い
と
し
て
譲
位
す
る
理
由
を
述
べ
て
い
る
。
光
仁
天
皇
は
譲
位

当
時
七
十
二
才
と
い
う
高
齢
で
あ
る
。
こ
の
詔
の
中
か
ら
は
政
界
に
対
す
る
未
練
は

見
え
て
こ
な
い
。
第
二
に
、
桓
武
天
皇
側
と
光
仁
天
皇
側
の
対
立
と
い
う
図
式
と
、

ぞ
れ
に
よ
る
妥
協
と
い
う
形
で
の
早
良
の
立
太
子
に
対
す
る
嬢
問
で
あ
る
。
ま
ず
桓

武
天
皇
は
、
光
仁
天
皇
の
喪
期
の
延
長
を
願
っ
た
こ
と
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
父
光
仁

天
皇
の
崩
御
に
対
す
る
哀
惜
に
は
非
常
な
も
の
が
あ
り
す
旦
、
父
子
の
聞
に
対
立
が

あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
そ
し
て
、
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
宝
亀
末
年
に
は
桓

武
を
中
心
と
す
る
政
治
勢
力
は
実
権
を
握
っ
て
い
た
。
事
実
、
先
述
し
た
よ
う
に
桓

武
天
皇
が
即
位
す
る
年
に
は
、
桓
武
天
皇
等
に
よ
り
療
の
人
為
的
操
作
と
元
旦
改
元

が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
時
期
に
は
皇
太
子
山
部
親
王
を
中
心
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と
す
る
政
治
勢
力
は
光
仁
天
皇
の
下
で
実
権
を
掌
握
し
た
の
で
あ
り
、
両
者
の
対
立
、

妥
協
と
い
う
形
は
あ
り
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
私
は
、
以
下
に
述
べ

る
よ
う
に
、
早
良
親
王
を
立
太
子
さ
せ
た
の
は
こ
の
時
期
に
実
権
を
握
っ
て
い
た
桓

武
天
皇
を
中
心
と
す
る
政
治
勢
力
の
意
志
で
あ
る
と
考
え
た
い
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
は
第
二
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
仏
教
関
係
者
に
政
治
へ

の
介
入
を
さ
せ
な
い
よ
う
に
、
種
々
の
政
策
が
だ
さ
れ
、
仏
教
界
に
対
す
る
統
制
が

強
ま
っ
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
統
制
の
強
化
は
明
ら
か
に
桓
武
を
中
心
と
す
る

政
治
勢
力
の
意
図
で
あ
る
が
、
仏
教
界
を
代
表
す
る
地
位
に
あ
っ
た
早
良
親
王
を
政

治
の
中
心
で
あ
る
皇
太
子
に
就
け
る
こ
と
は
、
仏
教
界
に
政
治
へ
の
介
入
の
き
っ
か

け
を
与
え
る
よ
う
で
、
こ
の
時
期
の
仏
教
統
制
策
と
は
相
反
し
て
い
る
よ
う
に
み
え

る
。
し
か
し
私
は
桓
武
が
あ
る
意
図
を
も
っ
て
早
良
親
王
を
皐
太
子
に
就
け
た
と
推

測
し
た
い
。

こ
れ
に
関
連
し
て
本
郷
氏
が
鋭
い
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
光
仁
朝
に
お
け
る

親
王
禅
師
の
役
割
に
つ
い
て
「
光
仁
朝
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
親
王
禅
師
早
良
を
通

じ
て
東
大
寺
の
僧
侶
や
関
係
官
人
と
の
融
和
を
は
か
り
、
皇
統
の
交
替
を
経
て
成
り

立
っ
た
政
権
に
対
す
る
反
感
を
逸
ら
す
と
同
時
に
、
必
要
な
政
治
改
革
へ
の
協
力
を

期
待
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

私
は
桓
武
天
皇
を
中
心
と
す
る
政
治
勢
力
が
、
光
仁
朝
に
お
い
て
親
王
禅
師
が
は

た
し
た
役
割
の
延
長
上
に
あ
る
考
え
か
ら
早
良
親
王
禅
師
を
立
太
子
さ
せ
た
の
だ
と

思
う
。
こ
の
桓
武
即
位
前
後
の
時
期
は
、
仏
教
統
制
が
強
化
さ
れ
て
い
く
時
期
で
あ

る
。
そ
の
後
、
延
暦
年
間
に
は
さ
ら
に
厳
し
い
仏
教
統
制
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
時
の
仏
教
界
に
お
け
る
不
満
は
少
な
か
ろ
う
は
ず
が
な
い
と
予
想
さ
れ
る
。
桓
武

天
皇
は
仏
教
界
の
代
表
者
と
い
う
べ
き
立
場
の
早
良
親
王
を
皇
太
子
に
就
け
る
こ
と

で
、
仏
教
界
と
の
融
和
を
は
か
り
、
仏
教
統
制
政
策
の
推
し
進
め
に
対
す
る
反
惑
を

逸
ら
し
、
ま
た
仏
教
界
に
募
る
不
満
を
早
良
皇
太
子
に
抑
制
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
彼
を
親
王
禅
師
の
ま
ま
仏
教
界
の
不
満
を
抑
制
さ
せ
ず
に
立
太
子

さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
辛
酉
年
即
位
を
成
功
さ
せ
た
桓
武
天
皇
の
構
想
の
中

に
は
、
議
緯
説
に
倣
っ
て
、
甲
子
の
年
に
新
都
を
建
設
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
可
能
性

は
十
分
に
高
い
と
思
わ
れ
る
。
仏
教
統
制
策
が
、
従
来
の
仏
教
界
の
規
律
を
正
し
た

り
、
財
政
面
に
関
す
る
干
渉
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
早
良
親
王
は
親
王
禅
師
の
ま
ま
で

も
よ
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
寺
院
を
と
も
な
わ
な
い
長
岡
京
遷
都
に
対
す
る

は
仏
教
界
の
反
発
は
、
従
来
の
仏
教
統
制
策
の
比
で
は
な
い
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。
こ
こ
に
早
良
立
太
子
の
意
義
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
長
岡
京
遷
都
に
対
す

る
仏
教
界
の
反
発
を
早
良
親
王
に
抑
制
さ
せ
、
従
わ
せ
る
た
め
に
は
、
早
良
親
王
を

一
時
的
に
皇
太
子
と
い
う
地
位
に
就
け
、
従
来
よ
り
さ
ら
な
る
仏
教
界
と
の
融
和
、

仏
教
界
へ
の
配
慮
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
長
岡
京
遷
都
問
題
と
関
わ
ら
せ
て
早
良
立
太
子
の
意
義
に
つ
い
て
論

じ
て
み
た
。
早
良
親
王
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
謎
の
部
分
も
多
い
が
彼
の
立
太
子
に
関

し
て
は
、
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
長
岡
京
遷
都
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
よ
う
に
思
え

る
。
早
良
親
王
を
立
太
子
さ
せ
た
の
は
桓
武
天
皇
を
中
心
と
し
た
政
治
勢
力
の
意
思

で
あ
り
、
仏
教
勢
力
の
代
表
者
と
も
言
う
べ
き
立
場
の
早
良
親
王
を
政
治
の
中
心
で

あ
る
皇
太
子
に
就
け
る
と
い
う
一
見
不
可
解
な
行
動
の
真
意
は
、
そ
の
後
、
一
一
層
厳

し
く
な
る
一
連
の
仏
教
統
制
と
、
特
に
そ
の
政
策
の
一
環
で
あ
る
寺
院
を
と
も
な
わ

な
い
遷
都
に
対
す
る
仏
教
勢
力
の
反
発
を
早
良
皇
太
子
に
緩
和
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
遷
都
が
実
行
さ
れ
る
と
、
仏
教
界
の
代
表
者
と
い
う
、
桓
武

天
皇
を
中
心
と
す
る
政
治
勢
力
に
と
っ
て
厄
介
な
立
場
に
あ
る
早
良
皇
太
子
は
、
藤

原
種
継
暗
殺
事
件
に
関
わ
っ
た
と
し
て
廃
太
子
さ
れ
、
政
界
か
ら
抹
消
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
桓
武
天
皇
の
息
子
が
あ
と
を
嗣
そ
こ
と
に
な
る
。

結
局
、
早
良
親
王
禅
師
は
桓
武
天
皇
等
に
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
こ

そ
桓
武
天
皇
の
描
い
た
シ
ナ
リ
オ
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
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長
岡
京
遷
都
が
仏
教
統
制
を
念
頭
に
お
い
た
遷
都
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
も

あ
る

1 9 9 8 

注

（
1
）
喜
田
貞
吉
「
長
田
遷
都
考
」

収
一
九
七
九
年
）
な
ど
。

（
2
）
滝
川
政
次
郎
「
革
命
思
想
と
長
岡
遷
都
」
（
『
法
制
史
論
叢
第
二
冊
京
制

並
び
に
都
城
制
の
研
究
』
一
九
六
七
年
、
角
川
書
店
）
、
林
陸
朗
『
長
岡
京
の

謎
』
（
一
九
七
二
年
、
新
人
物
往
来
社
）
な
ど
。

（3
）
山
中
章
「
長
岡
京
・
平
安
京
の
実
像
」
（
『
歴
史
考
古
学
』
一
九
九
五
年
放

送
大
学
教
育
振
興
会
）
、
古
瀬
奈
津
子
「
宮
の
構
造
と
政
務
運
営
法
！
内
裏
・

長
堂
院
に
関
す
る
一
考
察
！
」
（
『
史
学
雑
誌
』
九
三
編
七
号
）
な
ど
。

（
4
）
山
田
英
雄
「
早
良
親
王
と
東
大
寺
」
（
『
南
都
仏
教
』
一
二
号
一
九
六

一
一
）
。
以
下
、
氏
の
見
解
は
こ
の
論
文
に
拠
る
。

（
5
）
本
郷
真
紹
「
光
仁
・
桓
武
割
引
の
国
家
と
仏
教
l
早
良
親
王
と
大
安
寺
・
東
大

寺
l
」
（
『
仏
教
史
学
研
究
』
三
四
巻
一
号
）
。
以
下
、
氏
の
見
解
は
こ
の
論

文
に
拠
る
。

（
6
）
高
田
淳
「
早
良
親
王
と
長
岡
遷
都
i
遷
都
事
情
の
再
検
討
l
」
（
『
日
本
古

代
の
政
治
と
制
度
』
一
九
八
五
年
、
続
群
書
類
従
会
成
会
）
。
以
下
、
氏
の
見

解
は
こ
の
論
文
に
拠
る
。

（
7
）
『
改
定
史
籍
集
貨
一
』
通
記
類
第
二
。

（8
｝
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
八
十
四
巻
、
寺
誌
部
二
。

（9
）
『
寧
楽
遺
文
』
下
巻
。

（
叩
）
天
平
勝
宝
三
年
八
月
十
四
日
倶
舎
衆
牒
年
月
日
不
明
端
書
（
『
大
日
本
古
文

書
』
三

1
五
二
三
）
、
宝
亀
二
年
奉
写
一
切
経
料
墨
紙
筆
用
帳
案
（
『
同
』
十

八
！
四
五
七
）
、
宝
亀
四
年
倉
代
西
端
雑
物
出
入
帳
（
『
同
』
二
十
一

l
二一二

六
）
、
宝
亀
十
年
十
二
月
六
日
親
王
禅
師
葛
語
文
（
『
同
』
二
十
三

l
六
五
）
、

（
『
喜
田
貞
吉
著
作
集
5

都
城
の
研
究
』
所

第 2号史人

宝
亀
十
年
双
倉
北
雑
物
出
入
帳
（
『
同
』
四

1
一
九
九
）
。

（
日
）
山
田
前
掲
論
文
。

（
ロ
）
高
田
前
掲
論
文
。

（
日
）
河
内
祥
輔
『
古
代
政
治
史
に
お
け
る
天
皇
制
の
論
理
』
（
一
九
八
六
年
、
吉

川
弘
文
館
）
。

（
叫
）
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
元
年
十
月
二
十
八
日
条
。

（
日
）
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
二
年
正
月
四
日
条
。

（
日
）
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
二
年
間
三
月
十
五
日
条
。

（
げ
）
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
二
年
八
月
二
十
六
日
条
。

（
同
）
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
三
年
三
月
六
日
条
。

（
日
）
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
年
八
月
二
十
三
日
条
。

（
却
｝
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
年
八
月
二
十
六
日
条

（
幻
）
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
年
九
月
十
七
日
条
。

（
ロ
）
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
一
年
正
月
十
四
日
条
。

（
幻
）
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
一
年
六
月
五
日
条
。

（
鈍
）
『
類
恩
来
三
代
格
』
巻
八
、
封
戸
事
、
大
同
三
年
三
月
二
十
六
日
太
政
官
符
所

引
宝
亀
十
一
年
十
二
月
十
日
太
政
官
符
。

（
出
）
『
続
日
本
紀
』
延
暦
元
年
四
月
朔
日
条
。

（
出
）
『
続
日
本
紀
』
延
暦
二
年
十
二
月
六
日
条
。

（
釘
）
『
続
日
本
紀
』
延
暦
三
年
十
二
月
十
三
日
条
。

（
却
）
『
類
緊
三
代
格
』
巻
コ
つ
僧
尼
禁
忌
事
、
延
暦
四
年
五
月
二
十
五
日
太
政
官

符。

（
却
）
『
類
棄
三
代
格
』
巻
二
、
修
法
瀧
頂
事
、
昌
泰
四
年
二
月
十
四
日
太
政
官
符

所
引
延
暦
四
年
十
月
五
日
太
政
官
符
。

（
叩
）
『
類
繁
三
代
格
』
巻
十
九
、
禁
制
事
、
延
暦
二
年
六
月
十
日
太
政
官
符
。

（
剖
）
清
水
み
き
「
桓
武
朝
に
お
け
る
遷
都
の
論
理
」
（
『
日
本
古
代
国
家
の
展

開
』
一
九
九
五
年
、
思
文
聞
出
版
）
。
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長岡京遷都と早良親王立太子（岡井）

（
担
）
滝
川
前
掲
論
文
。
林
前
掲
論
文
。

｛
ね
）
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
六
年
十
月
十
九
日
条
、
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
七
年
五
月

三
十
日
条
、
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
八
年
三
月
二
十
一
日
条
な
ど
。

（
鈍
）
桓
武
朝
に
は
仏
教
統
制
が
強
化
さ
れ
る
が
、
ぞ
れ
は
決
し
て
廃
仏
的
、
反
仏

的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
、
聖
武
朝
、
称
徳
朝
な
ど
を
親
仏
的
と
表
現
す
る
の

は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
仏
教
を
律
令
国

家
の
も
と
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し
た
桓
武
朝
の
国
家
体
制
に
対
し
て
、

便
宜
上
そ
れ
と
区
別
す
る
た
め
に
、
仏
教
に
国
家
安
泰
を
依
存
す
る
国
家
体
制

を
指
し
て
親
仏
的
と
い
う
表
記
を
も
ち
い
る
こ
と
に
す
る
。

（
お
）
『
続
日
本
紀
』
天
平
九
年
三
月
三
日
条
。

（
お
）
『
類
緊
三
代
格
』
巻
三
、
仏
事
下
、
国
分
寺
事
、
天
平
十
三
年
二
月
十
四
日

勅。

（
釘
）
『
続
日
本
紀
』
天
平
十
五
年
十
月
十
五
日
条
。

（
犯
）
石
母
田
正
『
日
本
古
代
国
家
論
第
一
部
』
（
岩
波
書
店
一
九
七
三
年
）
。

（
叩
）
『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
元
年

（
却
）
『
類
豪
国
史
』
巻
一
八
七
仏
道
十
四
度
者
。

（
引
）
『
類
緊
国
史
』
巻
一
八
七
仏
道
十
四
度
者
。

（
必
）
『
類
緊
一
二
代
格
』
巻
二
、
年
分
度
者
事
、
天
平
六
年
十
一
月
二
十
日
太
政
官

奏。

（
必
）
積
田
香
融
「
平
安
仏
教
の
成
立
」
（
『
日
本
仏
教
史
一
・
古
代
篇
』
第
四
章
、

一
九
六
七
年
）
。

（
叫
）
『
続
日
本
紀
』
天
応
元
年
四
月
三
日
条
。

（
必
）
林
陸
朗
「
桓
武
天
皇
の
政
治
思
想
」
（
『
平
安
時
代
の
歴
史
と
文
学
・
歴
史

篇
』
一
九
八
一
年
山
中
裕
編
古
川
弘
文
館
）
。

（
付
記
）
本
稿
は
、
一
九
九
七
年
一
月
に
提
出
し
た
卒
業
論
文
の
一
部
を
補
訂
し
た

も
の
で
あ
る
。
改
稿
過
程
で
、
就
実
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
の
菅
真
城
氏
か
ら
貴
重

な
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

《
研
究
室
だ
よ
り
①
》

思
え
ば
、
下
向
井
先
生
と
は
四
年
の
長
き
に
わ
た
り
お
付
き
合
い
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
今
後
、
皆
の
顔
に
小
じ
わ
が
見
え
、
体
力
が
衰
え
、
先
生
の
体
型
が
一

層
ご
立
派
に
な
ら
れ
で
も
、
き
っ
と
下
研
の
団
結
は
変
わ
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

僕
が
ぬ
け
な
い
眠
り
。
妄
言
多
謝
。

（
一
九
九
八
年
三
月

M
0
8
大
迫
宣
之
）

一
時
期
は
下
向
井
研
究
室
の
住
人
で
し
た
が
、
九
月
を
過
ぎ
て
以
来
足
が
遠
の
き
、

し
ま
い
に
は
修
論
提
出
を
大
幅
に
遅
ら
せ
る
こ
と
と
な
り
反
省
し
て
お
り
ま
す
。
そ
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ん
な
自
分
を
最
後
ま
で
励
ま
し
指
導
し
て
く
だ
さ
っ
た
下
向
井
先
生
に
心
か
ら
感
謝

い
た
し
ま
す
。

｛
一
九
九
八
年
三
月

M
0
8
吉
村
晃
一
）

今
年
は
、
修
論
を
頑
張
っ
て
書
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
の
倉
橋
が
楽

し
み
で
す
。

（
一
九
九
八
年
四
月

M
0
9
石
原
智
則
）

今
年
の
研
究
室
は
女
性
に
固
ま
れ
て
も
う
ウ
ハ
ウ
ハ
？
O
迫
さ
ん
Y
村
さ
ん
、
も

う
一
年
遅
か
っ
た
ら
よ
か
っ
た
の
に
ね
。
今
年
も
オ
レ
は
ギ
ャ
グ
全
開
！
！
桜
満
開

（
一
九
九
八
年
四
月

M
0
9
岡
井
真
央
人
）




